
新型コロナウイルス感染症に対する

青梅市の対応報告書 概要版

（令和２年度～令和５年度）

令和 7 年３月

青梅市



(1)国内の状況

１ 新型コロナウイルス感染症拡大の経過

0 

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

7,000,000 

R
2
年
1
月

R
2
年
2
月

R
2
年
3
月

R
2
年
4
月

R
2
年
5
月

R
2
年
6
月

R
2
年
7
月

R
2
年
8
月

R
2
年
9
月

R
2
年
1
0
月

R
2
年
1
1
月

R
2
年
1
2
月

R
3
年
1
月

R
3
年
2
月

R
3
年
3
月

R
3
年
4
月

R
3
年
5
月

R
3
年
6
月

R
3
年
7
月

R
3
年
8
月

R
3
年
9
月

R
3
年
1
0
月

R
3
年
1
1
月

R
3
年
1
2
月

R
4
年
1
月

R
4
年
2
月

R
4
年
3
月

R
4
年
4
月

R
4
年
5
月

R
4
年
6
月

R
4
年
7
月

R
4
年
8
月

R
4
年
9
月

R
4
年
1
0
月

R
4
年
1
1
月

R
4
年
1
2
月

R
５
年
1
月

R
５
年
2
月

R
５
年
3
月

R
５
年
4
月

R
５
年
5
月

緊急事態宣言

（4/7～5/25）

緊急事態宣言

（1/7～3/21）

緊急事態宣言

（4/25～6/20）

緊急事態宣言

（7/12～9/30）

まん延防止

（1/21～3/21）

●第１波

国内で初の感染者。

感染拡大により初の

緊急事態宣言の発出

●第３波

医療従事者のワクチン

接種実施。アルファ株

が関西から流行
●第４波、第５波

・高齢者へのワクチン

接種開始

・デルタ株による感染

の再拡大

●第６波

感染力の強いオミクロ

ン株の流行。１０代以

下の感染者割合増加

●第７波

オミクロン株の亜種に

よる新規陽性者の爆発

的増加。Withコロナに

向け国の方針転換

●第８波

累計感染者数

２，９００万人。

オミクロン株対応

ワクチン接種の実

施

●第2波

高齢者の感染者が拡大

まん延防止

（4/12～4/24）

まん延防止

（6/21～7/11）全
国
新
規
陽
性
者
数
（
人
）

●1、２回目接種開始

●R2.12 中小企業振興資金緊急資金融資事業●R2.4 PCR 検査センター開設

●R2.4 イベント施設貸出の中止 ●R3.7 新たな青梅休日夜間診療所の開設
●R2.4 夜間窓口日曜窓口休止

●R2.7 プレミアム付きサービス券事業

●R2.5 特別定額給付金支給事業
●R3.7 社会福祉施設等新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策事業補助

●R3.9 自宅療養者飲食料品配送事業

令和５年春開始接種開始●●３回目接種開始 ●４回目接種開始
●令和４年秋開始接種開始

●R4.10 キャッシュレス決済

ポイント還元事業

●R3.12 子育て世帯等臨時特別支給給付金支給事業

令和５年秋開始接種開始●（9 月）



市では、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、市民の生命および健康の保護ならびに市民生活・経済活動に及ぼす影

響が最小となるよう下記の４区分において対策等を講じた。

2 市の取り組み
※ ５類移行までのものについて予算決算委員会参考資料をもとに作成

２ 住民生活や地域経済を支える対応１ 感染症対策

・住民への給付金支給

・中小企業者、商店街、自治会等への支援

・プレミアム付き商品券の発行 等

・感染防止資材の購入

・感染防止の環境整備

・医療・検査体制の強化支援

・介護事業所等への支援

・保育園、学童等への支援 等

総経費：186 億円総経費：42 億円

４ 基金の造成３ 感染症発生時にも持続可能な社会の構築

・中小企業振興資金緊急資金融資事業

・新型コロナウイルス対策助け合い基金 等

・教育 ICT 環境の整備

・テレワーク環境等の整備

・災害時体制の強化 等

総経費：２億円総経費：12 億円



対策

・新型インフルエンザ相談セン

ター（都相談窓口）

・市相談窓口

課題

・専門性のある対応をするため

の担当部署の早期設置

対策

・都や医療機関との連携

・新型インフルエンザ等に関す

るデータの収集

課題

・保健所との双方向による情報

収集体制の構築

対策

・発生時における情報提供

・庁内における情報共有

・医療機関との情報共有

課題

・より即時性の高い情報発信

の仕組みの構築

対策

・医療体制の整備

・臨時の医療施設

課題

・早期の検査体制の確立

・医療機関との連携およびニーズ

に応じた医療機関への支援

対策

・ワクチンの生産等

・住民接種

課題

・早期の担当部署の設置

・国による円滑なワクチン供給

・予約システムやコールセンター

の効果的な運用

対策

・個人における感染防止対策

・学校等における感染拡大防止策

課題

・感染防止物資の的確な需要にも

とづく備蓄および配布

対策

・要援護者への生活支援

・市民生活の安定の確保

課題

・生活物資の迅速な供給

・DX の推進による市役所機能の

維持

平成２７年に策定した市の行動計画では、2 つの目的である「感染拡大を可能な限り抑制し、市民の生命および健康を保護する。」および

「市民生活および経済活動に及ぼす影響が最小となるようにする。」を達成するため、以下の７つの基本項目に分け対策を定めた。

1 サーベイランス

・情報収集

3 青梅市新型インフルエンザ等対策行動計画の実効性の検証

２ 情報提供・共有

５ 予防接種 ６ 医療

３ 住民相談 ４ 感染拡大防止

７ 市民生活および市民

経済の安定の確保


